
（参考）社会保険適用に伴う収入の変化の例（週労働時間20時間以上を適用対象とした場合のイメージ）

適用（保険料負担）を回避するための 保険料負担による減収を補うための
週労働時間 賃金収入の変化 週労働時間 賃金収入の変化

２９時間 １９時間 －３４．５％ ３３時間 ＋１３．８％

２５時間 １９時間 －２４．０％ ２８時間 ＋１２．０％

２２時間 １９時間 －１３．６％ ２５時間 ＋１３．６％

２１時間 １９時間 － ９．０％ ２４時間 ＋１４．３％

－１２．０％

厚生年金 ７．３%
(14.642 / 2)

健康保険 ４．１%
(8.2 / 2)

介護保険０．６％
（1.23 / 2)

適用前の
労働時間

保険料本人負担に伴
う手取り収入の変化

（注１）時間給制で、労働時間の増減に伴い比例的に賃金収入が増減することを前提としている
（注２）厚生年金の保険料率は18年9月～19年８月のもの、健康保険、介護保険の保険料率は政管健保のもの（18年3月～）

社会保険適用と就業調整について

上記③の「実際には「就業調整」は起きにくい」との立場からは、

○ 保険料本人負担を回避するため労働時間を短縮した場合、手取り収入がそれ以上に減少する場合
が多いので、実際に労働者が就業調整を行うことは少ない、むしろ労働時間を延長して保険料負担に
よる減収を補おうとするのではないか、との見解や、

○ 労働時間を短縮しても一日又は半日拘束されることに変わりはないことから、週２０時間未満への就
業調整は起きにくいのではないか、との見解もある。

社会保険適用に伴い発生する保険料負担を回避するため、パート労働者本人が「就業調整」を行うか
否かについては、

① 何らかの適用基準を設ける限り「就業調整」は不可避である

② 就業調整が発生するとしても、なくすように工夫して適用拡大を図るべき

③ 例えば「週労働時間20時間以上」を適用対象とした場合、実際には「就業調整」は起きにくい

といった様々な見解がある。

（参考）社会保険適用に伴う収入の変化の例 （週労働時間20時間以上を適用対象とした場合のイメージ）

＊勤務期間、月収など別の切り口からも適用基準を設けた場合、これらの基準で適用除外となる者には下記の保険料負担は発生しない

資料１


	（参考）社会保険適用に伴う収入の変化の例（週労働時間20時間以上を適用対象とした場合のイメージ）

